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【協議会審議等内容】 

（秋山福祉管理課長） 

定刻になりましたので、ただいまから「足立区

地域保健福祉推進協議会」を始めさせていただ

きます。 

本日は、年末のお忙しい中、ご出席いただき、

厚く御礼を申し上げます。 

私は、本日の司会進行役を務めさせていただ

きます福祉管理課長の秋山でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして、委員及び傍聴者の皆様

にお願いがございます。携帯電話、スマートフォ

ンなどにつきましては、電源をお切りいただく

か、マナーモードへの設定をお願いいたします。 

また、会議中は携帯電話、スマートフォンにつ

きまして、緊急の場合を除き、当会議の目的以外

での使用はお控えくださいますよう、お願いい

たします。 

それでは、お手元の資料の確認をさせていた

だきます。事前に送付させていただきましたの

は、報告資料１から６まで、情報連絡１から１７

まで、ダブルクリップでとめてあるものでござ

います。 

別添の資料としまして、１点目が報告資料２

－１、（案）足立区地域包括ケアシステムビジョ

ンつながりで育む安心笑顔の将来。 

２点目としまして、報告資料４－１、平成３０

年度あだちの介護保険《平成２９年度実績》。 

３点目としまして、報告資料６－１、足立区待

機児童解消アクション・プラン【２０１８年８月

概要版】。 

４点目としまして、報告資料６－２、足立区待

機児童解消アクション・プラン【２０１８年８月

改定版】。 

５点目としまして、情報連絡１－１、未来へつ

なぐあだちプロジェクト年次別アクションプラ

ン（５カ年計画）平成２９年度子どもの貧困対策

主要事業実績及び評価結果。 

６点目、情報連絡４－１、ひとり親家庭の暮ら

しに役立つ応援アプリ。 

以上、６冊でございます。 

本日お持ちでない場合は、事務局に用意がご

ざいますので、手を挙げていただきますよう、お

願いいたします。 

また、本日の席上配付資料でございます。 

「会議次第」、「協議会委員名簿」。そのほか

に、区議会議員の委員、区職員以外の委員の皆様

には、「足立区福祉事業概要」、「平成２９年度

足立区福祉１１０番（年次報告書）」、以上をお

配りしております。資料は席上に配付してあり

ますでしょうか。 

質問票をお持ちの方でまだ提出されていない

委員がいらっしゃれば、挙手をお願いしたいと

思います。よろしいでしょうか。 

それでは、ただいまから議事に入らせていた

だきます。 

この協議会は協議会条例第６条第２項により、

過半数の委員により成立いたします。現在、過半

数に達していますので、会議は成立しておりま

す。 

それでは、諏訪会長、議事の進行をお願いいた

します。 

（諏訪会長） 

それでは、ただいまから平成３０年度第２回

「足立区地域保健福祉推進協議会」を始めます。 

議題はお手元の次第のとおりです。なお、議題

のうち、情報連絡事項につきましては、時間の都

合上、説明を省略させていただきます。活発なご

意見、ご質問をいただくためにも、迅速な会議進

行にご協力いただきますよう、よろしくお願い

します。 

また、この協議会の委員名、会議録などは、区

民の方へ公開することになりますので、ご発言

の前には記録の関係上、お名前をお願いいたし

ます。 

それでは、報告事項に入ってまいります。 
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まず、報告事項の（１）「江北エリアの整備方

針（案）について」、エリアデザイン計画担当課

長の茂木課長からご説明をお願いします。 

（茂木エリアデザイン計画担当課長） 

皆様、こんにちは。 

エリアデザイン計画担当課長の茂木と申しま

す。よろしくお願いします。 

では、次第の１－（１）江北エリアの整備方針

について、私の方から説明させていただきます。

お手元の資料の「報告資料１」と右上に書かれて

あるものの１ページ、２ページ、３ページと資料

の方をご用意させていただきました。 

皆様、３ページの地図を見ながら説明を聞い

ていただければと思います。 

まず、内容を説明する前に江北エリアデザイ

ンについて、簡単にご説明したいと思います。 

ちょうど昨年の今ごろから、江北エリアデザ

インの策定作業を始めました。江北エリアには、

２０２１年度の東京女子医大東医療センターが

移転するということで、総合的なまちづくり、整

備をしていこうということで、今回の計画の策

定が動き出しました。約１年かけまして、今後３

０年間、どういうふうにまちづくりを進めてい

こうというものを策定しまして、区議会若しく

は地元の皆様にお示ししたところです。 

本日は、皆様のお手元にある江北エリアの主

に基盤整備の創出用地の活用とか平面的な部分

について、皆様にご報告を差し上げたいと思っ

ております。 

では、順番に説明してまいります。３ページの

地図を見ながらお聞きいただければと思います。 

まず、この地図の中央、東京女子医科大学東医

療センターは都営住宅の跡地に２０２１年度開

院ということで予定しております。工事は来年

３月末に着工と聞いております。 

続きまして、江北桜中学校跡地は、女子医大予

定地のちょっと北側、図で言うとちょっと上の

方に書いてあるのですが、江北桜中学校という

記載があります。こちらは現在、中学校として使

用しているのですが、来年の４月には移転して、

用地として空きます。こちらを現在の方針とし

ましては、江北保健センターと休日応急診療所

とあわせまして、医療介護連携施設を予定して

おります。 

その他にこの用地には、他に何か施設的に複

合できるのか、民間を活用する余地があるのか

ということを、今、検討しているところでござい

ます。こちらのスケジュールについて、いつ、こ

ちらの施設で保健センターが開設するのかにつ

いては、今年度末までには皆様にお示ししたい

と考えております。 

続きまして、高野小学校跡地になります。 

地図の真ん中あたりですね。高野小学校の活

用方針は、健康づくりやスポーツが楽しめる多

目的広場を整備することを考えております。今

後の予定としましては、２０２４年度にオープ

ンを考えております。こうしたスケジュールで

進めていきたいと考えております。 

続きまして、上沼田東公園東側創出用地にな

ります。ちょうど地図の「にぎわい軸」の上の方、

図面上、北の方になります。 

こちらの用地は創出用地として土地が活用で

きますので、区としましては、本格的なスポーツ

の支援機能、もしくは地域の人々が集う交流機

能を持った土地の活用をしようと考えておりま

す。活用開始としては、２０２３年度を予定して

おります。 

続きまして、地図中の高野小学校の北側に江

北給水所というところがあるのですが、こちら

は、現在、東京都が持っている施設でございまし

て、上空について利用できる可能性があるとい

うことで、東京都と調整を進めております。こち

らについては、具体的にどうやって活用するの

かという協議がまだ整っていませんが、今後も

活用できるように協議していく予定でございま

す。 
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江北エリアの整備方針については、以上にな

ります。 

（諏訪会長） 

続きまして、報告事項（２）「足立区地位包括

ケアシステムビジョン（案）について」、地域包

括ケア計画担当課長の伊東課長からお願いしま

す。 

（伊東地域包括ケア計画担当課長） 

地域包括ケア計画担当課長をしております伊

東と申します。私から、「足立区地域包括ケアシ

ステムビジョン（案）について」のご報告を差し

上げます。 

平成２９年８月に地域包括ケアシステム推進

会議に足立区から諮問をさせていただきました、

足立区地域包括ケアシステムビジョンについて、

先月の１１月１６日に区の方に答申をいただき

ました。その答申を区のビジョン（案）として、

現在、区民の皆様にパブリックコメントをして

いる状態でございます。 

内容についてのご説明でございます。 

まず、このビジョンの案でございますが、別添

資料２－１もご参照いただきながらお聞きいた

だければと思います。 

別添資料２－１の表紙に、このビジョンのテ

ーマ、タイトルが書かれてございます。テーマは

「つながりで 育む安心 笑顔の将来」という

表題にさせていただきました。このタイトルは、

地域包括ケアシステムがつながりを持つことが

非常に重要だということのメッセージを込めさ

せていただいております。医療や介護、それぞれ

のお立場の方、また、区民の皆様がそれぞれの立

場でさまざまな高齢者の支援に取り組んでいた

だくのも非常に重要ではあるのですが、それぞ

れのお立場の方が協力しながら、連携しながら、

つながりを持ちながら高齢者の方々をお支えし

ていくことが、さらに重要でございますので、

「つながり」という言葉を表題に入れさせてい

ただきました。 

つながりが強まっていけば、高齢者の方々の

生活上に安心が生まれて、高齢者の皆様に笑顔

がもたらされるという思いを込めまして、「つな

がりで 育む安心 笑顔の将来」というタイト

ルにさせていただいたということでございます。 

別添資料を１枚おめくりいただけますでしょ

うか。 

今回、地域包括ケアシステムビジョンにおい

ては、足立区総体としてどのようなことを取り

組んでいくかということを、体系図として示さ

せていただくことができました。心身の状態に

応じて、「Ａ自立期」、「Ｂ要支援・軽度期」、

「Ｃ中重度・終末期」と分けて、それぞれの心身

状態に合った取り組みを、体系図中央にある取

り組みの柱という内容にひもづけて、さまざま

な施策を打っていこうという考えでございます。 

そして、この取り組みについては、足立区、行

政だけではなくて、先ほど申し上げた医療現場

の方々や介護事業者の方々、高齢者を支える区

民の皆様それぞれがそれぞれの立場で行ってい

ただき、つながりを持ちながら事業を進めてい

ただきたいという思いを込めさせていただいて

おります。 

具体的に、１９ページ以降にこのケアシステ

ムの中で取り組んでいかなければならないと思

われることを少し詳細に書かせていただきまし

た。後ほど、ご高覧いただければと思います。 

こちらに書かれている内容について、いわゆ

る団塊の世代の方々が７５歳以上になる２０２

５年を目途にそれぞれつくり上げていくという

思いで今回示させていただいております。内容

について、後ほど詳しくお目通しいただければ

幸いでございます。 

雑駁ではありますが、私からの報告は以上で

す。 

（諏訪会長） 

続きまして、報告事項（３）「足立区における

『介護予防・日常生活支援総合事業』の緩和型サ
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ービス導入と担い手養成研修の実施について」、

地域包括ケア推進課千ヶ崎課長から説明願いま

す。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

地域包括ケア推進課長の千ヶ崎と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

報告資料３、６ページをご覧ください。 

私からは、「足立区における『介護予防・日常

生活支援総合事業』の緩和型サービス導入と担

い手養成研修の実施について」に関して報告さ

せていただきます。 

これまで、介護が必要な要介護者よりも軽度

な要支援者へのサービスとして「介護予防・日常

生活支援総合事業」いわゆる総合事業というも

のがスタートしたわけでございますが、この総

合事業では、各自治体がこれまでのサービス基

準を緩和した独自のサービスを提供できるとい

ったつくりになっております。 

今回、足立区では来年の４月から訪問型のサ

ービスにおいて、この緩和したサービスをスタ

ートさせるということ、あわせてこのサービス

を担う人材養成研修を足立区で実施することが、

今回の報告の趣旨でございます。 

新たにスタートするサービスでございますが、

「生活支援サポート」という名称で、買い物や洗

濯など家事を中心としたサービスを提供すると

して、平成３１年４月から提供を開始したいと

考えております。 

このサービスを担う人材でございますが、新

たに生活支援サポーターという資格をつくりま

して、これまでの介護のヘルパーよりも研修時

間などの要件を緩和してハードルを下げて、間

口を広げることで人材不足と言われる介護業界

への新たな人材供給を目指してまいりたいと考

えております。 

この人材養成研修は今年度２月と３月に各６

０名定員で２回開催する予定でございます。区

で１０．５時間の研修、その後、各事業者様で３

時間の研修、合わせて１３．５時間の研修でサー

ビス提供が担えると考えております。 

続きまして、このサービスの単価についてで

ございます。現行のサービスは実は月額制で、月

によって４週の週と５週の週とございますが、

週に１回というサービスなのですけれども、月

に何回利用しても、週１回月に１回だけ使って

も、週に１回月に５回使っても同じ料金になっ

ていたのです。これを３１年４月から、今回の導

入に合わせて利用回数に応じた額へと改正させ

ていただきたいと考えております。 

先ほど説明しました新しく導入するサービス

は、これまでのヘルパーさんが行っていたもの

よりも、買い物とか掃除といった身の回りの世

話だけに特化することで、１０％ほど減じた額

で設定したいと考えております。 

この切り替えについては、３１年４月からで

はございますが、現在利用されている方を一度

に変えるのではなく、２年に１度行われます利

用者の認定の更新に合わせて順次切り替えてい

くというふうに考えております。ですので、２年

後の２０２１年３月までは経過措置期間として、

月額制の単価も暫定的に残していこうと考えて

おります。 

また、今回、利用者様やサービス提供の現場の

混乱を避けるために、先ほど訪問型のサービス

についてご説明させていただきましたが、総合

事業の通所型、通って介護予防的な事業のサー

ビスについても、訪問型と同様に利用回数に応

じた月額制にさせていただきたいと考えており

ます。こちらは、現時点では新たな緩和型のサー

ビスはないのですが、これまでの月額の単価を

利用回数に応じた額へと変更させていただきた

いと考えております。切り替えについても同様

に、３１年４月からですが、認定の更新時にきち

んと説明をしたうえで、切り替えていくように

考えております。 

導入の効果といたしまして、これまで月額と
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いう設定になっておりましたので、今後は利用

回数に応じた単価設定で利用者負担の不公平感

を軽減できるかと見込んでおります。 

また、今回はサービスの緩和についても、訪問

型のサービスについてのみ導入といたしました

が、今後は国の示しております通所型などほか

のサービスについても導入の検討を進めていく

予定でございます。 

私からの説明は以上です。 

（諏訪会長） 

続きまして、報告事項（４）「平成２９年度介

護保険事業の実績について」を介護保険課向井

課長から説明願います。 

（向井介護保険課長） 

介護保険課長の向井でございます。 

私からは、９ページの報告資料４に基づきま

して、「平成２９年度介護保険事業の実績につい

て」を説明させていただきます。 

なお、別添でお配りしてございます緑色の表

紙の「平成３０年度あだちの介護保険《平成２９

年度実績》」につきましては、後ほどご覧いただ

ければと思います。 

初めに、１番の第一号被保険者につきまして

ですが、これは６５歳以上の方を指しておりま

す。（１）の被保険者数、６５歳以上の方の人数

は１７万４３２人で、括弧内は２８年度でござ

いますが、２８年度より１，３５７人多くなって

ございます。内訳でございますが、６５歳から７

４歳までの前期高齢者の方は１，６９６人減少

しておりますが、７５歳以上のいわゆる後期高

齢者の方は逆に３，０５３人増加してございま

す。 

（２）の介護保険料の収納額、実際に収納され

た保険料の金額ですが、約１１２億７５００万

円で２８年度より約１億６０００万円増えてご

ざいます。保険料の収納率でございますが、９７．

６％で、わずかではございますが、２８年度より

０．２％上昇してございます。 

続きまして、２番の認定状況でございます。こ

れは、２９年度末の要支援・要介護認定を受けた

方の人数です。認定者数は３４，３４２人で２８

年度より１，２３１人増加しております。内訳で

ございますが、やはりここでも前期高齢者は６

５人減少しておりますが、後期高齢者は１，３０

０人増加しております。また、認定率につきまし

ては、こちらに記載がございませんが、１９．

７％でございます。前期高齢者の認定率は５．

９％ですが、後期高齢者の認定率は３２．８％と

なっております。 

次に３番の保険給付状況でございます。介護

サービス受給者数、介護のサービスを受けた方

の人数ですが、２６，９７２人で２８年度より５

１０人減少しております。これは２８年１０月

から要支援１と要支援２の方の訪問介護と通所

介護が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行

している関係で、数字を入れる場所が変わった

ということで、介護サービスの見た目の受給者

数が減少してございます。 

（２）保険給付費でございます。これは介護サ

ービスの支払いにかかった費用ですが、約４９

３億円で、２８年度より約１２億円多くなって

ございます。 

一番下のグラフは、人口高齢化率の推移を表

しております。平成２６年度から平成３０年度

まで、６５歳以上の人口と高齢化率は増加の一

途でございます。平成３０年４月現在の高齢化

率は、一番右上のところに書いてございますが、

２４．８１％となっております。これは、２３区

では北区に次いで２番目に高い高齢化率となっ

ております。 

私からの説明は以上となります。どうもあり

がとうございました。 

（諏訪会長） 

続きまして、報告事項（５）「第二期子ども・

子育て支援事業計画の策定について」を子ども

政策課松野課長から説明願います。 
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（松野子ども政策課長） 

子ども政策課長の松野でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

私からは、報告資料５「第二期子ども・子育て

支援事業計画の策定について」のご報告を申し

上げます。１０ページになります。よろしいでし

ょうか。 

足立区子ども・子育て支援事業計画は第一期

を現在行っているところでございまして、３１

年度をもって終了することになっております。

第二期に当たります２０２０年からの計画につ

きまして、このたび、ニーズ調査を行い、策定作

業を進めていくことにいたしました。 

目的といたしましては、保育の量的拡充、多様

で質のよい保育サービスの提供、地域の子ども・

子育て支援事業等の状況を確認しまして取り組

みを進めていくためでございます。 

計画の位置づけといたしましては、国の子ど

も・子育て支援法に定められている地方版の計

画となっておりまして、また、足立区におきまし

ても基本計画の分野計画に位置づけているもの

でございます。 

内容でございますが、中ほどから下になりま

す。 

まず、ニーズ調査を実施させていただきます。

就学前児童の保護者の方、小学校１年生から６

年生の保護者の方に対してアンケート調査を実

施してまいります。それをもとに、（２）になり

ますが、計画策定を進めてまいります。コンサル

タント事業者を活用いたしまして、また、各関係

所管と十分な情報交換をしながら進めていきた

いと考えております。ある程度形が整ってまい

りましたら、本推進協、子ども支援専門部会の方

でご意見等を頂戴いたしまして、策定を進めて

いきたいと考えております。 

また、パブリックコメントも実施する予定で

ございます。具体的なスケジュールにつきまし

ては、１１ページの右上のほうに記載をさせて

いただいております。 

今回の策定に当たりましては、国から注意点

のようなものが示されておりまして、当区にお

きましては、幼稚園の利用意向、虐待防止の対応、

当区におきましては学童保育とあだち放課後子

ども教室にあたりますが、「新・放課後子ども総

合プラン」の部分を踏まえて、確保方法などを充

実していくようにということがございました。 

このほか、現在、幼児教育の無償化なども予定

されているところもございますので、そうした

ところを踏まえながら計画を策定していきたい

と存じます。 

以上でございます。 

（諏訪会長） 

続きまして、報告事項（６）「足立区待機児童

解消アクション・プランの改定について」、待機

児ゼロ対策担当課臺課長から説明願います。 

（臺待機児ゼロ対策担当課長） 

待機児ゼロ対策担当課長の臺と申します。本

日はよろしくお願いいたします。 

私からは１２ページの報告事項６についてご

報告をさせていただきます。件名、所管部課名に

つきましては、記載のとおりとなってございま

す。 

足立区待機児童解消アクション・プランの平

成３０年８月改定版を策定いたしましたので、

その報告になります。別添に配付させていただ

いております６－１が概要版、６－２が本編と

なっております。 

それでは、アクション・プランの改定の概要に

つきまして、報告資料６を使用しまして説明を

させていただきます。 

まず、１の部分になりますけれども、昨年１０

月より妊娠届け時の意向調査を実施しておりま

す。その結果を踏まえての検証を行ったところ

でございます。２０２０年度の４月におけます

１・２歳児の保育施設の利用意向数と利用意向

率につきましては、表の太枠の部分となります。
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これと保育定員数の見込みとで比較した結果、

このまま現行の整備計画を進めていくことで待

機児童の解消が図れる見込みであることがわか

りました。 

次に現行の整備計画を進めるにあたりまして、

２点ほど課題があると考えてございます。課題

につきましては記載の内容になりますけれども、

この課題を踏まえまして、施設整備計画の見直

しを行ったところでございます。 

次のページになりますけれども、課題に対し

ます対策といたしまして、小規模保育の新規募

集を実施してまいります。比較的小規模なテナ

ント物件を利用した開設も可能なことから、２

０１９年度整備分の認証保育所の定員につきま

して、小規模保育所、認証保育所のどちらでも整

備できるものとしてまいります。 

次に認可保育所の再公募の募集地域の見直し

を行ってまいります。公募に対しまして、応募の

なかった一部の地域がございまして、それにつ

きましては、応募状況などを考慮いたしまして、

募集地域を拡大しまして、保育事業者が提案し

やすくなるように見直しを行ったところでござ

います。改正前、改正後の募集地域につきまして

は、表のとおりとなってございます。 

次に、４の施設整備を確実に進めるための取

り組みになりますが、公募に対しまして、なかな

か手が挙がらない状況であります認証保育所の

整備につきまして、事業者が応募しやすくなり

ますよう、認証保育所整備費の事業者負担軽減

策を新たに検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

次のページになりますけれども、公有地の活

用推進につきましても継続して実施してまいり

ます。活用実績、状況につきましては、表の記載

のとおりとなってございます。 

次に５の多様な保育サービスの拡充と利用促

進の部分になりますが、小規模保育・家庭的保育

の卒業後の預け先の確保ということで、３歳児

以降に再度保活が必要であるということで敬遠

されがちでありました小規模保育と家庭的保育

につきまして、２０１９年４月入所分から一般

の募集の前に先行利用調整を実施いたしたとこ

ろでございます。３歳児以降の預け先を確保す

ることで一層の利用促進を図ってまいります。 

また、認証保育所につきましては、制度開始か

ら１７年経過していることもありまして、施設

の経年劣化が進んでいるところでございます。

新たに小規模な修繕を実施するための修繕費補

助や定員の拡大を必要としますけれども、移転

に関します改修のための補助が実施できるよう

に、制度の検討を行い、認証保育所の支援を行っ

てまいりたいと考えてございます。 

今後の方針になりますけれども、アクション・

プランにつきましては、２０１９年度までの整

備計画となっておりますけれども、２０２０年

度以降も幼児保育無償化の影響や大規模開発等

によります局地的な保育ニーズの集中などがあ

るため、保育ニーズを早期に把握していく必要

があると考えてございます。そのため、継続して

地域ごとの保育需要の分析を行いまして、２０

１９年度に２０２０年度以降の待機児童対策に

ついて再度検討していきたいと考えてございま

す。 

私からの報告は以上になります。 

（諏訪会長） 

それでは、質疑に入りたいと思いますが、あら

かじめ質問はございますか。 

（秋山福祉管理課長） 

ございません。 

（諏訪会長） 

わかりました。 

それでは、委員の皆様から、ご意見、ご質問を

いただきたいと思います。いかがでしょうか。よ

ろしいですか。何かございますか。 

（白石委員） 

自民党の白石です。 
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ただいまの報告に直接関係があるのかどうか

わかりませんけれども、実は私どもの西新井大

師の駅前に、ゼロ歳から２歳まで預かる保育園

が３０年度の４月に開設したのです。それがも

ちろん足立区議会の各種委員会でも報告がなか

ったし、役所のほうで聞いても実際にわかって

いなかったのです。 

これは企業型で、総務省が金を出して、勝手に

つくるというのはおかしいですけれども、区に

全く相談せずに建設するという形が西新井大師

駅前にできたのですけれども、このことについ

ては、区は私が聞いたときには把握していない

ということですけれども、こうした区だとか都

がやるものではなくて、国のほうがつくるプラ

ンについては把握しているのですか。 

（菊地子ども施設入園課長） 

子ども施設入園課長の菊地と申します。私の

ほうから回答させていただきます。 

国が指導等を行う企業主導型保育事業に関し

ましては、開設前の段階で区へのご相談がある

事業者もおり、そこでの把握は当然させていた

だいております。 

また、開設後の保育巡回につきましても、区も

東京都の指導検査に立ち会うという形での関与

もさせていただいております。さらに、今年度か

ら補助金の給付を開始させていただいておりま

して、そちらの審査に当たり、事業者様とのやり

とり、現場の確認などもさせていただいており

ます。そういったところでの関与はさせていた

だいております。 

（諏訪会長） 

よろしいですか。 

（白石委員） 

やっているところが違うと言えばそれだけの

ことですけれども、こうした形で区は３年先ま

で見据えてプランを立てているわけですよね。

こういうプランを全く無視して立てるというこ

とになると、計画的な待機児解消はできないの

ではないのか。 

ですから、企業型は総務省がやりますから、こ

れは多分総務省がやったのだと思いますけれど

も、総務省に厳重に申し入れておいて、少なくと

も地域の実情に合わせた建設プランでなくては

まずいと思いますから、ぜひ総務省に厳重に申

し入れていただきたいと思います。 

これは、実は新聞折り込みに園児募集と職員

募集というものが入って初めて知ったのです。

ゼロから２歳までの園児募集、それから職員の

募集というチラシが新聞に入って初めて知った

のです。これでは、幾ら国がやることでも余りに

ひど過ぎると思いますので、厳重に総務省に申

し入れておいていただきたいと思います。 

（諏訪会長） 

その他いかがでしょうか。 

（浅子委員） 

３点、質問をいたします。 

まず、エリアデザインの整備方針案なのです

けれども、こういう案を出されたということで、

緑が多かったり、全体的にはよい環境になるの

かと思っているのですが、その前の高野小学校

の跡地が提案されているのですけれども、学校

統廃合で高野小学校は統廃合されるということ

で新統合予定地の案が出ているのですが、これ

はもう決まったということなのでしょうか。 

（茂木エリアデザイン計画担当課長） 

私の方からお答えさせていただきます。 

こちらの方は、基本、整理がついたということ

で今回の計画の方は出させていただいたのです

が、今、地域では統合協議会という中で話し合い

をされているかと思います。そういった推移も

見ながら、エリアデザイン計画は計画で一応こ

ういった方針で区のほうは考えていきたいとい

うものを示させていただきました。 

（浅子委員） 

今度の新統合予定地というのが、高野小の面

積よりも小さい面積だという話があって、日暮
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里・舎人ライナーが沿線を通っていて、大学病院

もできるということで、もっともっと人口がふ

えるのではないかという予想もされている時に、

学校の統廃合はいかがなものかというご意見が

地域でもあるかと思うのです。 

それで、スケジュールで２０２２年度解体工

事となっているのですけれども、統廃合のガイ

ドラインで、学校統廃合が決まっても６年間は

具体的にはしないようにガイドラインの中で改

訂されていたというお話も聞いているのですが、

そういう話はないのでしょうか。 

（茂木エリアデザイン計画担当課長） 

こちらのほうの計画は、教育委員会とすり合

わせる中で策定はさせていただきました。ただ、

今後も今あったお話のようなことも含めて、教

育委員会とはよく話し合いをして進めていきた

いと考えております。 

（浅子委員） 

よろしくお願いいたします。 

あと、足立区における介護予防・日常生活支援

総合事業の緩和型の導入についてなのですが、

これは専門部会でもたくさんの方からご意見が

あって、いろいろな懸念がまだまだぬぐえない

ということで、実際にはある意味ではやらざる

を得ないという状況も出てきていると思ってい

るのです。 

今回は、身体介護のないサービスということ

で、買い物や洗濯などの家事に関して従来型よ

りも１０％報酬単価を引き下げるとなっている

のですけれども、この表を見ると、第８期の２０

２１年４月には要介護者の生活援助中心のサー

ビス単価と同程度にする。これが、従来型も含め

て同程度にしてしまうということで、全体の報

酬単価が引き下げられてしまうのかなというこ

とで、やはりこういうことになると事業者さん

も改めて大変な状況にもなるのではないかとい

う懸念が私はあるのですけれども、これはまだ

決まったわけではなくて、案なのでしょうか。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

地域包括ケア推進課長からお答えさせていた

だきます。 

こちらに書いてありますとおり、同程度にす

る予定ということですので、まだ決定事項では

ございません。 

（浅子委員） 

ぜひ慎重に扱っていただきたいと思います。 

さらに、今度は訪問型だけではなくて、通所型

サービスも月額から利用回数のほうに変えると

いう方向が打ち出されましたけれども、この間、

今年の１０月から訪問介護の生活援助の利用回

数に上限が設定されて、それを超えたケースは

区市町村への届出が義務づけられたとか、いろ

いろ厳しくなるようなお話があるのですが、こ

の月額から回数への転換はそういう意味も含ま

れているのでしょうか。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

地域包括ケア推進課長です。 

そういう意味よりも、利用者様の不公平感を

第一に考えての変更でございます。 

（諏訪会長） 

よろしいですか。 

その他、ありますか。 

もし、ないようでしたら、次に情報連絡事項を

議題といたしますが、こちらの説明は省略させ

ていただきますので、あらかじめ質問を出して

いらっしゃる方はいらっしゃいますか。 

（秋山福祉管理課長） 

質問はございません。 

（諏訪会長） 

それでは、ご意見、ご質問がございましたら、

お願いします。いかがでしょうか。 

委員の方々、ありますか。よろしいでしょうか。 

それでは、ご意見、ご質問がなければ、これで

質疑を終了とさせていただきたいと思います。

進行へのご協力、ありがとうございました。 

では、進行を事務局にお返しします。 
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（秋山福祉管理課長） 

本日は、長時間にわたりご審議いただき、あり

がとうございました。 

次回の協議会は、平成３１年３月２７日水曜

日の開催を予定しております。年度末のお忙し

い中となりますが、よろしくお願いいたします。 

開催のご案内は、後日送付させていただきま

す。 

本日、お車でおいでの委員の皆様方には、駐車

券のご用意がございますので、受付にお申し出

ください。なお、まだ請求書兼口座振替依頼書が

お手元にある方は、お帰りの際、提出していただ

きますよう、お願いいたします。 

以上をもちまして、本日の地域保健福祉推進

協議会を終了いたします。ありがとうございま

した。 


